
平成8年4月期以降の1アマの国家試験から電気通信術

のうち和文がなくなったため，1アマを受験される方が急

増し，合格された方が大勢いらっしゃいます．

1アマの資格では空中線電力が1000Ｗ（1ｋＷ）まで

許可されることもあって，ますます人気上昇中です．

今月は，空中線（アンテナ）電力1000Ｗの変更につい

てレポートします．

■1アマになるまで

「趣味であるからには最高の資格

を目指したい」と1アマに挑戦し

たのが昭和44年，相当な努力の甲

斐もなく不合格となってしまいま

した．

そこで対策をたて，「じっくりと

時間をかけてひとつひとつクリア

しよう」と作戦を改め，翌年4月電

気通信術のみの合格をめざしてＣ

Ｗを猛訓練し，まず合格．続いて10

月期の無線工学と法規を受験し，

11月20日付けで晴れて1アマとな

Ａｐｒ．1997

ることができました．

この間，ＣＱ出版社の「上級ハム

になる本」を3冊も買いました（通

勤途上，毎日毎日暗記するまで読

んでいたため，ぼろぼろになり，2

回も買い換えたのです）．

そしてついに1アマの免許を手

にし，500Ｗ局の免許を得たのは昭

和46年1月21日のことでした．

それから25年，3回ほど転居し

ましたが，ずっと500Ｗ局を運用し

てきました．といっても，常に500

Ｗの出力として連用したわけでは

なく，本当に必要なときだけフル・

1ｋＷ局にレベルアップ■■

パワーで運用するように，つぎの

ように心がけてきました．

・ＴＶ靂などの問題があればす

ぐに連絡いただけるよう，普段か

ら近所の方と仲良くつきあう

自治会の行事やボランティア活動

にも積極的に参加する，道であっ

たら笑顔で挨拶するなど当たり前

のことをしたまでですが‥・．

・検査のときには大丈夫でもア

ンテナの向き，高さ，空中状態に

よっていつ何時ＴＶｌがでないと

も限らないので，普段はロー・パ

ワーで運用する

これ見よがしにハイ・パワーで運

用する局がありますが，電力の無

駄使いばかりでなく，限られた周

波数を有効に利用するには，必要

最′ト限のパワーで運用すべきだと

思います．ロー・パワーなら，ある

程度距離が離れていればお互いに

干渉しあうこともないので，同じ

周波数を何組もの局が使用できま

す．
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■出力1ｋＷに挑戦

平成8年4月の電波法今の改正

で第1級アマチュア無線技士の免

許では，空中線（アンテナ）出力が

従来の500Ｗから1000Ｗ（1ｋＷ）

に引き上げられることになりまし

た．これを期に，わたしも1ｋＷへ

レベル・アップすることにしまし

た．

●1ｋＷのリニアアンプを

どうするか／機種の選定

出力が1ｋＷともなると，並の

素人の手には負えないので，無条

件でメーカー製のものを入手する

こととし，いろいろとカタログを

みたり，オン・エアでの評判などを

参考にした結果，国産でいち早く1ｋ

Ｗに対応したＪＲＣ（日本無線）のＪＲ

Ｌ－2000ＦＨを採用することに決

めました．

輸入品の場合，1ｋＷ以上のパ

ワーが出る機械が多いのですが，

この場合は，容易に1ｋＷ以上に

ならないよう，出力制限用のポテ

ンショ・メータなどをエポキシ樹

脂で固定するなどの対応が必要

（関東電気通信監理局訣）とのこと

で．この点ＪＲＬ－2（昭ＯＦＨはど

のバンドも見事に1ｋＷ以上にも

以下にもならなし－安定的な出力を

得られるので∴大変ＦＢです．
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Ｌ⊥ニ⊥⊥第1函つ
づき　無線局工事設言十善と送信機系統図および付属装置

系統図（第1装置は省略）

策1図　無線設備等の変更中請書，無線局事項および工事設計書書

●免許を受けないバンドの扱い

都会に住むハムにとって，全バ

ンドでのＱＲＶはアンテナの耐電

力やインター、フェアの問題でむず
し、

かしく，3．5と7ＭＨｚはユキサイ

ターのみで100Ｗで運用し，14～

28ＭＨｚバンドだけ1ｋＷとした

い場合に，従来は申請しないバン

ドの電波が出ないようリニアアン

プに手を加えるよう指示されてい

たのですが，最近のリニアアンプ

は広帯域アンプのため，免許申請

しないバンドの電波も出てしまい

ます．

今回のリニアではそのような手

だてが難しく因ってしまい，関東

電気通信監理局の方に相談したと

ころ，「リニアアンプに，申請しな

いバンドのアンテナが接続されて

なければよい」とのことでした．

●まず申請書を

次は変更中講です．500Ｗの免許

を受けてから26年間，幾度となく

使用機種の変更，転居があり，その

都度変更申請をしてきました．

のみならず，平成4年には「再免

許申請書」を鞄の中に入れたまま

ボス＝こ入れるのを忘れ，あえな

く改めで新設局の申請ということ

章こなったこともありました（そう

¢見ば，自動車運転免許証の書き

替えは，期限の1カ月前から手続

きが受けられるのに，アマチュア

局は1カ月前までに手続しなけれ

ばならないと，まったくややこし

いですね）．

これだけ経験深い私のことです

から，変更手続はお手のものです．

さっそくＪＡＲＬの「アマチュア

局変更用紙一式」を購入して，既設

の500Ｗと同じように「アマチュア

局の無線設備等の変更中講書」と

「無線局事項書及び工事設計書」に

必要事項を記入し，関東電気通信

監理局へ持参しました（第1図）．

通常，変更中講書は郵送するも

のですが，たまたま私の勤務先か

ら関東電気通信監理局まで5分と

近いこと，電波法令改正後間もな

いので申請の受理状況をお聞きし

たいこと，さらに記入上の留意事

項があればその場で修正が可能な

ことから，持参することにしたの

です．ところが，変更申請の結果は！Ｎ

Ｇでした．

その理由は，「アマチュア局には

出力電力の下限がないこと，運用

上必要最小限の出力での運用が好

ましいことから，常にリニアアン

プを使用するような申請とはせず，

必要なときにのみリニアアンプを

稼働させるよう指導している」と

のことで，つぎの2点を変更する

ように指摘されました（第1図つ

づき　参照）．

弧ｌ・ｂｍＲｑｄｉｏ



1ｋＷ局にレベルアップー

①事項書には，「送信機のみの場

合」と「リニアアンプを通した場

合」のふたとおりの定格出力，終段

管の名称個数，終段管の電圧を記

載すること

（Ｄ送信機系統図は，リニアアンプ

をスルーする場合と通す場合の切

り替えの図とすること

上記の指摘どおりに書類を作成

替えのうえ提出し，無事受理され

ましたが，ＪＡＲＬの「書類の書き

方」にはまったくこの注意事項が

記述されてないことから，関東エ

リアの方は苦労された方も多いの

ではないかと思われます．

私は直接電気通信監理局に出向

き，記載例のコピーを頂戴するこ

とができたので比較的スムーズに

手続きできましたが，制度改定の

時には前例がないだけに無駄な時

間を費やすこともあるものですね．

ところで，前記の記載方法につ

いては，1993年10月にＣＱ出版社

よりＨＡＭＪｏｕｎａｌの臨時増刊と

して「現代アマチュア無線電波法

令手続き」が発刊され，その中に記

述されておりました．電気通信監

理局のかたが私にコピーしてくだ

さったのもこの本の該当ページ

だったのです．

もうひとつ，「送信機系統図」に

ついて「技適証明送信機または認

定機器として型番が指定されてい

Ａｐｒ．1997

る場合は，系統図の記載を簡略化

したものでも受け付けている」と

のことでした．

本来，送信機系統図には周波数

関係を詳しく記載しなければなら

ないのですが，

・シンセサイザーやＤ Ｓ Ｐを駆使

した最近の機械の場合，購入した

機械の取扱説明書にはこれらの記

載が省略されており，アマチュア

が申請書に添付する系統図を書け

る〕犬況にないこと

・一方，申請者個々人が記載しなく

ても，型番さえわかれば，他に確認

する手段があり，申請者の手数を

省力化できること

から「ブラック・ボックス化」し

た系統図でもよいとのことです．

これら，申請書の書き方につい

ては，地方電気通信監理局毎に若

干の違いがあるようですので，申

請に当たっては事前に確認された

ほうがよいかもしれません．

●落成届けを出すまでの

モロモロ

○変更許可書が来ない

変更申請が受理されてから1カ

月が過ぎ，2カ月が過ぎても「無線

局変更許可書」が来ません．

そうこうしているうちに，本誌1996年

8月号にはＪＡ3ＣＺＹ三浦さん

の「1000Ｗ免許の取得まで」が掲

載され関東エリアはいつになった

ら許可になるのだろうかと同時に

申請したＪＡｌＩｉＯＸ片岡さんと

嘆くこと，しきりでした（片岡さん

家までは，私の家から100ｍで，免

許になるとＴＶＩより運用協定の

ほうが難航？の心配もありますが

Ｈｉ）．

0やっと許可が下りる

変更許可書は，8月に入ってよ

うやく送られてきました．

許可書には，「受付年月日：平成

8年7月1日受理」と記載されて

います．許可書の発行日は平成8

年7月31日，書類上では1カ月以

内での許可となっています．

どうやら事務処理体制の整備が

地方電気通信監理局毎に異ってい

るようで，関東電気通信監理局管

内でも最近では書類を提出すると比

較的早い時期に許可書が発行されて

います（私のローカルのＪＡＩＱＣＱ宮

本さんは，平成8年ｉ2月の年末に

500Ｗの変更中請書を送付し，平成

9年1月9日付けで受理され，同

月14日に許可されています）．

0電波障害の調査

許可書には同封の注意書および，

事前点検表（第2図）に基づく点検

を実施し，落成届けとともに送付

すること，その他の注意事項を記
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7ＭＨｚはクリエート・デザイン

の730Ｖを使用．

1ｋＷの検査をバスした日本無線（ＪＲＣ）のワニア

アンプＪＲＬ2000ＦＨとＪＳＴ．145トランシーバ→

載した書類が同封されていました．

これらは，従来の500Ｗ局の申

請のときも同じでしたが，ＴＶＩ

などの調査の対象が「500Ｗの場

合設置場所を中心に100ｍ以内の

6カ所」から「隣接する家屋並び

に設置場所を中心に100ｍ以内に

ある医療機関及び防災行政，消

防，電気通信事業用などの公共業

務用の無線局については全箇所調

査を行い，その他の分散した10戸

程度について調査を行うこと」と

隣接する家屋の調査が必須条件と

なりました．

私の場合，たまたま隣接する家

屋が建て替え中であったり，お盆

休み等で旅行中であったこともあ

りますが，500Ｗ局のときの経験か

ら近所の適当な10軒の調査ですま

せて落成届を提出しました（注意

事項をあまり厳密に読まなかっ

た）．

ここでもまた，電気通信監理局

の方から「隣接の家屋は必須であ

る」との連絡をＶ－ただき，再調査を

実施して「電波障害の調査結果」を

追加提出するというお租末をしで

かしてしまいました．

ところで，「電波障害の調査結

果」（第3図）で苦労したことがあ

ります．

それは，試験電波の発射に先立

ち，各家庭にＦ電波障害調査のお願

】76

検査が終了し，晴れて出力1000Ｗ（1ｋＷ）の無線局
免許状が，その場で」ＡＩ ＣＯＷ森さんに手渡されまし
た。もちろん，旧免許状はその場で返還します。

い」（関東電気通信監理局から送ら

れてきたひな形を使用）を配布し

てから試験電波を発射するのです

が，同用紙の下部に（電波障害はあ

ります・ありません）と調査結果を

記入する欄があります．

試験電波の発射予定時刻を過ぎ

たところで，同用紙に結果を記入，

署名捺印して持参してくださる方

も多く（ここのところが日頃の近

所つきあいのたまものでしょう

か），つい「電波障害の調査結果」用

紙のほうに署名・捺印をもらい損

ねてしまい，後日もらい直す結果

となりました．

1枚の「調査結果」記入用紙に10

軒の署名捺印をいただくために1

軒1軒回るのは結構時間のかかる

もので，おじゃましたときには留

守だったり，1軒ごとに話が弾ん

だりで，全部の署名捺印が揃うま

で2カ月近くもかかってしまいま

した（第3図）．

出力が1ｋＷともなると，慎重

にテストしないといざ本番となっ

て，トラブルが発生しないとも限

りません．じっくり時間をかけ，念

入りにテストを繰り返すことが大

切です享

○試験成績表

装置の試験成績については，空

中線電力の実測値と計算値を記入

することになっています．

ハイ・パワーに耐えられるダ

ミー・ロードの人手はなんとかク

リアーしたものの電力の実測とな

ると測定器を持ち合わせていませ

ん．私の場合は，リニアアンプのパ

ワー・メーターでの測定値を記入

しました．

■いよいよ検査当日

落成届（第4図）提出後，ほどな

く電気通信監理局から落成検査日

程についての打ち合わせ電話をい

ただきました．

私の場合，落成届が受理された

のが12月下旬のため，すでに翌1

月のスケジュールは確定しており，

2月以降の検査となるとのことで

したが，運よく「別の局と同一方面

のため1月に実施可能」との連絡

をいただき，1月下旬に検査実施

の運びとなりました．

●検査当日

事前打ち合わせの時刻に，2名

の検査職員（郵政技官，郵政事務

官）が到着しました．

「ただいまから電波法第18条の

規定に基づきＪＡＩＣＯＷ局の500

Ｗから1ｋＷへの変更検査を実施し

ます」と前置きがあり，

◎愈ｌ・ｂｍＲｏｄｏ



・無線従事者免許証

・無線局変更許可書

・無線局検査簿

・電波法令集の有無

などの点検が行われた後，いよ

いよ装置の点検に入りました．

装置の点検は，事前に提出した

「試験成績表」に記載した指定周波

数で送信（もちろん，ダミー・ロー

ドを使用）して，終段部の電圧，電

流，空中線電力を測定しました．

私の場合（Ｓ ＳＴＶでの適用が

多いことから），動作の安定を目的

に1ｋＷよりちょっと少ないとこ

ろで出力が飽和するようリニアア

ンプを調整しておいたのですが，

下限に制限はないことと，大幅な

電力の減少でもないので一発でＯＫと

なりました．

昔は，ここでスプリアスの測定

など詳細な検査があったのですが，

最近のメーカー製送信機の性能向

上もあって，これらの検査は1局

ごとの落成検査では実施しないの

が一般的なようです．

続いては，電波障害の調査です．

検査官のうち一人が隣の家を訪

問し，もう一人が送信機の操作の

指示を出す体制で電波障害の調査

●●●●●●

を実施しました．ここでは試験電

波の発射時問を必要最小限にする

ため検査官同士が電話で連絡を取

り合いながら行います．いままで

は有線電話しかなかったため，ＴＶと

電話機が離れているとチャネルを

切り替えながら全送信周波数の

チェックをするのに大変な時間が

かかったものですが，今回は携帯

電話のおかげで，短時間でチェッ

クを終了することができました．

アマチュア局同士なら，ハン

ディ機を利用して簡単に連絡がと

れるのですが，まさか電波通信監

理局の検査官が目的外通信をする

わけにもいかないので，携帯電話

の威力が遺憾なく発揮されました．

免許のいらない特定小電力のトラ

ンシーバーがあるとＦＢでしょう．

ＴＶＩの調査では，無線機の隣

に設置してあるＴＶ（本来の目的

は，Ｓ ＳＴＶのモニター用なので

すが，チューナーがついているた

め，ＴＶＩの調査対象となってし

まいました）が，なぜか検査のとき

に限って28ＭＥｚで4チャネルの画像

に乱れが発生してしまいました．

しかし，他のＴＶや隣の家のＴＶに

は障害が発生してなかったので，

1ｋＷ局にレベルアップ■

対策をしておくようにとの注意だ

けで，事なきを得ました．

こうして検査は約2時間で終了

し，晴れて1ｋＷ局の誕生となっ

たのですが，免許状を手渡される

とき，つぎのような注意が言い渡

されました．それらのすべてが

もっともなことで，アマチュアを

楽しむために我々が留意しなけれ

ばならないことがらですが，それ

を検査官が一人一人のアマチュア

にいわなければならないところに，

なにか免許に対して勘違いしている

アマチュアがいかに多いかを物語っ

ているようで一抹の寂しさを覚えます．

・電波障害は，今日はなくても毎

日の運営で，時には発生すること

もあるので，常日頃チェックを怠

らないように．特に，500ｍ以上も

離れたところに障害が発生した

ケースもあるので注意のこと．

・アマチュアは「あくまでも趣

味」であり，「免許をもらっている

のだから，私は悪くない」というこ

とではなく，隣近所みんなが楽し

く社会生活をおくれるよう人間と

のつきあいを大事にしてほしい．

・障害が解決するまでは，時には

折れることも大切である．
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